ボランティア活動登録申請にあたっての注意事項

１． ボランティアであっても、自身が活動先の構成員の一員として活動しているという自覚を持って活動してください。
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２．万が一、遅刻や欠席する場合は、必ず活動先に連絡してください。

３．活動を通じて得た情報の漏えいやプライバシー侵害に繋がりうる行為等はしないでください。活動中に知り得た情報は、個人情報や団体の活動上一般公開していないものを含む場合があるため、安易にインターネットやSNSへの書き込みを行わないようにするほか、家族を含めた第三者へも話さないでください。また、許可を得ずに写真等を撮らないでください。

４．活動先でトラブルを起こすことがないように、最低限のルール（規程・規則等）は事前に確認を行うとともに、法律違反を疑われる行為や一般常識から判断して好ましくない行動などがないように十分注意して活動してください。

５．万が一、活動先でトラブル、事件・事故にあった場合はボランティア活動センターに連絡してください。
